
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

★ぜひご案内ください 
名古屋市「住まいの窓口」で、高齢者や障害者、所得が少ない 

方など住まいの確保に配慮を要する方々を対象に民間賃貸住宅 

への入居に関する相談を受け付けしています。 

住まいサポートなごや相談員が対面でご相談を伺います。 

（予約制） 

＜実施場所＞ 

名古屋市「住まいの窓口」東区東桜一丁目 11番 1 号  

オアシス 21バスターミナル内 

＜相談日程＞                     

月４回 原則：第１月曜、第２土曜、第３・第４金曜   

令和８年度（上半期分）               

  

 

住まいをお探しの方へ 

令和 8 年度民間賃貸住宅入居相談 
住 ま い サ ポ ー ト な ご や 
（ 名 古 屋 市 居 住 支 援 コ ー デ ィ ネ ー ト 事 業 ） 

す ま サ ポ 

🏠 ニ ュ ー ス 
（ V o l . ２０ ） 

 

 

不動産関係者・居住支援法人の方へ 

『孤立死・残置物に係る包括的損害保険』及び『テラシテ R』のご案内 

『孤立死・残置物に係る包括的損害保険』は、名古屋市内に住戸の所在地があるセーフティネット

住宅及び居住サポート住宅（令和８年 4 月より追加）のうち、満６０歳以上の単身世帯が入居する

住戸を対象に、賃貸戸室における死亡事故に伴う大家さんの損害を補償する保険です。大家さんや

管理会社さんから申込をいただき、加入に伴う保険料は名古屋市が負担します。 

【この保険に加入している住戸は以下のサービスをお得に利用できます】 
名古屋市と中部電力ミライズコネクト株式会社は、セーフティネット住宅あんしん見守り協定を締

結しています。中部電力ミライズコネクト株式会社では協定に基づく取り組みとしてセーフティネ

ット住宅登録法人を対象に、入居者見守りサービス 「テラシテ R」を提供しています。尚、名古屋

市内の住宅確保要配慮者専用賃貸住宅又は名古屋市の孤立死・残置物に係る包括損害保険に加入し

ている住戸については、見守り開始月を含む 3 か月間無料でサービスを提供しています。 

ぜひご活用ください。詳細は中部電力ミライズコネクト株式会社（テラシテＲ事務局 

support@terashite.zendesk.com）までお願いします。 

 
 

＜時 間 帯＞ 

午後１時～午後４時 

＜予約受付＞ 

■名古屋市「住まいの窓口」 

受付専用電話番号 052-961-4555  

■相談を希望される月の前月１日 

（定休日の場合は１日以降の営業日）から予

約受付。 

■市内に在住、在勤又は在学の方（予定を含む）

が対象。 

 

6 月：１（月）１３（土）１９（金）２６（金） 

7 月：６（月）１１（土）１７（金）２４（金） 

8 月：３（月） ８（土）２１（金）２８（金） 

9 月：７（月）１２（土）１８（金）２５（金） 



 
 

                                 （単位：件）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

昨年度振り返りと今年度について 

昨年度は、新規相談が平均して約６９件／月ありました。新規で相談をいただく世帯の属性は例年とおり

高齢者や低所得の方が多く占めています。また、継続相談は平均して約４４８件／月ありました。毎年相談

件数が増加しており、住まいの確保にともない緊急連絡を頼める方がいない、日常的なお金の管理が難しい、

障害があることによって物件がみつかりにくい等の福祉的な課題を抱えた方の相談が多くを占めています。 

今後も住まいサポートなごやでは、福祉関係者・住宅関係者が連携しながら住宅確保要配慮者に対する居

住支援への取り組みをすすめていけるよう「居住支援勉強会」・「居住支援セミナー」の開催や、関係機関と

連携をして居住支援を進めていきます。よろしくお願いします 

  

令和７年度の相談実績について 

 

 

 発行：住まいサポートなごや 

（名古屋市居住支援コーディネート事業） 

【住 所】名古屋市熱田区新尾頭 2-2-7 富春ビル４Ｆ 

 

【電 話】０５２-６８４-８５９７ 

【FAX】０５２-６８４-８１３２ 

【Ｈ Ｐ】https://www.sumasapo-nagoya.jp/ 
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